
一部修正されたが殆どの要求は解決せず！

安全・健康・人間らしい労働を求め
さらに声を上げて行こう！

１月２４日、名古屋地本は、平成２９年春のダイヤ改正提案に対する各分会の要求を集約し１２

月２６日に申し入れてきた申第６号に対する業務委員会を開催しました。各分会からの切実な要求

は、一部修正を勝ち取りましたが、殆どが「提案のとおりとする」という回答でした。３月４日には、ダ

イヤ改正が実施されます。実際に乗務すると更に問題点が出てくると思われます。安全・健康が脅

かされない乗務労働を求め、あきらめずに声を上げていきましょう。

【要求と回答、主なやりとり】

１．共 通 項 目

１．出発点呼を簡素化して準備時間に余裕を持たせること。

【回答】そのような考えはない。

２．一日平均の労働時間は、７時間とすること。

【回答】そのような考えはない。

３．一行路の拘束時間は、日勤行路９時間、泊行路２２時間以内とし、泊行路の明けは１０時までと

すること。

【回答】そのような考えはない。

４．９時前の出勤行路は止めること。

【回答】そのような考えはない。

５．食事時間は、朝は７時～９時、昼は１１時～１３時、夜は１７時～１９時の間で１時間以上連続し

て確保すること。

【回答】そのような考えはない。

６．睡眠時間は、実質６時間以上確保すること。

【回答】そのような考えはない。

７．訓練の待ち時間は１時間以内とし超える部分は超勤とすること。

【回答】そのような考えはない。

８．午後の訓練指定を止めること。
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【回答】そのような考えはない。

「やりとり」

（組合）午後の訓練は疲労も蓄積しており身にならないと考える。疲労度合いの少ない午前とでき

ないのか。

（会社）言われることは分かるが現状のままとする。

９．翌日の勤務が前泊となる場合は訓練指定をやめること。

【回答】そのような考えはない。

「やりとり」

（組合）午後訓練で翌日が早出日勤の場合、遠距離通勤者は帰宅できない。解消できないのか。

（会社）午前のみの訓練指定では期間内に終わらない。

10 ．列車の折り返し時間は、１０分以上確保すること。

【回答】必要な時間を確保している。

11 ．分割・併合作業は、１０分以上確保すること。

【回答】必要な時間を確保している。

12 ．８両編成の出区点検時間は１５分以上確保すること。

【回答】必要な時間を確保している。

13 ．到着から乗り継ぎの移動時間として順方向５分以上確保すること。

【回答】必要な時間を確保している。

14 ．連続乗務は２時間以内とすること。

【回答】そのような考えはない。

「やりとり」

（組合）人間の集中力継続は２時間程度と考える。自動車運転も２時間を目安に休憩するように促

している。見直すべきである。

（会社）列車と自動車は比較するものでない。

（組合）乗務割交番作成規程を作成したときはトイレも自由に行けた。制約が増える一方である。

（会社）所定の扱いをして頂ければ問題ない。

（組合）生理現象に報告を強要するのが問題である。やめること。

15 ．停止位置不良を無くす為に両数標の簡素化をすること。

東海道線 西岐阜駅の上・下線、木曽川駅の下４両標の廃止

東海道線 各駅の２両標・６両標の廃止。

中央線 鶴舞上りは４両標を廃止し６両標を新設すること。金山は８両標を６両標にする

こと。千種駅上りの特６、特１０を撤去すること。

【回答】そのような考えはない。

「やりとり」

（組合）一向に停止位置不良が減少しない。抜本的に線区に見合った停止位置目標を設置すべ

きだ。

（会社）今後も必要性があれば当然考えていくが、現段階では簡単に変更できない。



16 ．ＡＴＳ－Ｐ更新用地上子を増設しＡＴＳ要注意駅(箇所)を無くすこと。

【回答】適宜適切に対応している。

17 ．線区、種別により両数の統一を図ること。

【回答】そのような考えはない。

18 ．駅での分割・併合作業をなくすこと。

【回答】そのような考えはない。

19 ．日勤行路は各組に一本とすること。

【回答】そのような考えはない。

20 ．ダイヤ改正資料に行路毎の労働時間、労働外時間の詳細を明示すること。

【回答】そのような考えはない。

21 ．休憩時間の自由使用を保障すること。

【回答】休憩時間は社員が自由に利用できる時間である。しかしながら、当然、社員としてのモラル

及び規律保持は必要であり又、次の労働時間に支障を及ぼすことのないよう外出等につい

て一定のルールを設けてあるものである。

22 ．飯田線、中央線の車両は寒冷地でも耐えうる車両とすること。

【回答】適宜適切に対応している。

23 ．快速「みえ号」を全て４両とすること。

【回答】お客様のご利用状況を踏まえ必要両数を決定している。

24 ．米原・大垣・岐阜・豊橋駅など東海道線乗り継ぎ時間は列車の遅れなどを加味して１０分以上

とすること。

【回答】そのような考えはない。

25 ．名古屋駅において朝の通勤時間帯での６両以上の上り列車は、東海道上り本線を着発にす

ること。

【回答】そのような考えはない。

2 ６．ダイヤ改正の提案に休日行路も提案すること。

【回答】そのような考えはない。

2 ７．ダイヤ改正提案に対する検討、要求提出期間を１０日以上確保すること。

【回答】必要な時間は確保している。

２．職 場 別 要 求

名古屋運輸区 運転士

１．Ｂ４１ 出勤時間（８：５６）が早い。１０時以降と見直しすること。

【回答】提案のとおりとする。

２．Ｂ４２・Ｂ４５ 日勤行路を解消し遠距離通勤者の負担を軽減すること。

【回答】提案のとおりとする。

３．Ｂ３５ 豊橋駅２５１２Ｆ（１０：５７）～便２５１９Ｆ（１１：０３）時間を確保すること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）２５１２Ｆ着後、便２５１９Ｆまで時間がない。乗り遅れることがある。



（会社）折り返しの同一車両である。乗り遅れることはない。

４．Ｂ３６ 朝４時台に起床し、明けが 12 ：０４のため１１７Ｆ～３２６Ｆ（名古屋岐阜一往復）をＢ３２

の頭へ持ち替えること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）持ち替えられない理由は何か。

（会社）Ｂ３２の労働時間が増えすぎるためである。

５．Ｂ４４ １３０７Ｇ（６：３２）～１３１４Ｍ（９：０９）２時間３０分連続乗務、折り返し５分を解消するこ

と。１３１４Ｍ ２両編成見直し 車内混雑緩和を図ること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）通勤時間帯に２両編成では対応できない。

（会社）関西線、旅客が増えている事は認識しているが車両運用上困難である。今後も、動向は見

ていく。

６．Ｂ４２とＢ４５を次のように変更すること。(作業後に運転室を変更しないため)

Ｂ４２ ３０２Ｍその他

３０２Ｍ分割補助担当

３０７Ｍ入換担当

３０７Ｍ

Ｂ４５ ３０２Ｍ入換前分割担当

３０９Ｇ入換担当

３１８Ｆ

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）通常、作業後にわざわざ運転台を変わることはない。

（会社）作業に支障がないためである。

８．Ｂ４７午前中に終了とすること。

【回答】提案のとおりとする。

名古屋運輸区 車掌

１．Ｂ２組 ４行路中Ｃ２３１、Ｃ２３２、Ｃ２３４の３行路は豊橋泊である。見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）何故、このような偏りになるのか。

（会社）女性車掌の交番であり施設に制約があるためである。



２．Ｃ１０２Ｗ 明けのの１００３Ｍ～１００８Ｍを日勤行路にすること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）明けでの塩尻往復はなかった。他の運輸区に持ち替えても良いのではないか。

（会社）問題はないと認識する。

３．Ｃ１１３Ｗ 名古屋～武豊２往復（２８５４Ｆ～２８６９Ｆ）を見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

４．Ｃ２２１Ｗ 夕食時間を確保すること。

【回答】提案のとおりとする。

５．Ｃ２２４Ｗ 夕食時間を確保すること。

【回答】提案のとおりとする。

６．Ｃ２２６Ｗ 連続４時間５０分 １３２５Ｍ（１８：１７）～３５８Ｍ（２３：１２）乗務を見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

７．Ｃ２５１Ｗ 連続５時間３０分 ２８５８Ｆ（１８：０９）～３７６Ｆ（２３：４８）乗務を見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）６の項目でも要求しているが、連続４時間、５時間乗務は大変である。車掌は規程で連続

乗務の制限が明記されていないのをいいようにされている。

（会社）現行のままとする。

（組合）以前は車掌も余裕のある箇所では座っても良かったが、現在は立ちっぱなしである。生産

ラインでもこれほど立ち続けることはない。

８．Ｃ２５３Ｗ 夕食時間を確保すること。

【回答】提案のとおりとする。

９．Ｃ２５６Ｗ 大垣～美濃赤坂６往復を見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

大垣運輸区 運転士

1.半年間も特急しらさぎ号の運転しない事が発生するため次のように組み替えること。

３組のB７５と１組のB５２を入れ替えること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）毎年、同じ問題が上がる。改善できないのか。

（会社）しらさぎ号乗務はあると思うが。

（組合）要求の把握をお願いする。

2.次の行路は、拘束時間が２４時間を超えるので改善すること。

B６９W・B７８W・B８１W・B９１W

【回答】提案のとおりとする。



3.次の日勤行路は、拘束時間が１０時間を超えるので改善すること。

B５２W(10 時間 32 分）・B５５W(10 時間 11 分）・B６２W(10 時間 02 分）

B６５W(10 時間 59 分）・B９４W(11 時間 13 分）

【回答】提案のとおりとする。

4.次の行路は睡眠時間が少ないので、 5時間以上の睡眠時間を確保すること。

B５４W・B６４W・B６６W・B７３W・B８２W・B８４W・B８５W

【回答】提案のとおりとする。

大垣運輸区 車掌

１．次の行路は在宅時間の確保と出勤遅延防止の観点から出勤時間を 9時以降にすること。

Ｃ１２（８時０５分）・Ｃ３１（８時５２分）・Ｃ２６（８時５０分）・Ｃ３７行路（８時４０分）

【回答】提案のとおりとする。

２．次の行路の折り返し時間は列車の遅れなどを加味して 10 分以上にすること。

Ｃ 2 名古屋駅２９８４F～３M

C３ 豊橋駅２５３４Ｆ～２５４１F

C１１ 行路豊橋駅２３０６Ｆ～２５１１Ｆ

C２４ 行路豊橋駅２１０２Ｆ～２１１９Ｆ

Ｃ 25 豊橋駅２５２４Ｆ～２５３１Ｆ

Ｃ２５ 豊橋駅２３４６Ｆ～２３４１Ｆ

Ｃ３３ 大垣駅２００Ｆ～２１１Ｆ

Ｃ３７ 豊橋駅２３００Ｆ～２１１１Ｆ

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）特にＣ２行路はホームライナー乗務後の直ぐに特急列車乗務で大変である。汗だくのまま

特急乗務はお客様にも不快感を与える。見直すべきだ。

（会社）名古屋駅の番線状態を加味して理解して貰いたい。そのため２人乗務にしている。他会社

との関係もある。

３．次の行路は２時間以上の連続乗務となるので改善すること。（人間の生理現象が限界のため）

Ｃ３ ２５３４Ｆ→から２５４１Ｆまで（大垣→豊橋→名古屋） ２時間３７分

Ｃ３ ３０７Ｆ→３０４Ｆ→２３０３Ｆまで（名古屋→岐阜→岡崎→大垣） ３時間３１分

Ｃ１４ ２５３０Ｆ→２５３７Ｆまで（大垣→豊橋→大垣） ３時間５分

Ｃ２１ ２３６２Ｆ→２３５１Ｆまで（名古屋→豊橋→米原） ３時間１０分

【回答】提案のとおりとする。

神領運輸区

１．以下の行路は仮眠時間が５時間以下（実質３時間台）で、起きてから長時間の連続乗務が発生

している。 人間の生理上も安全上も非常に問題が多い。改善すること。

Ｂ８６ ４：５０～７：２１（２時間３１分）

Ｂ６８ ６：１８～１１：２３（５時間０５分）までノーペイの時間がない。



Ｂ８８ ５：３３～８：１９（２時間４６分）

【回答】提案のとおりとする。

２．現行のＢ６６ＦＳ行路（改正の８６SH行路）では４時２６分の点呼で神領～高蔵寺～名古屋～多

治見～名古屋と長時間乗務である。また折返しがすべて５分であり生理上も問題である。改善

すること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）まだ、ＦＳ行路の提案がされていないが現在、神領で一番きつい行路となっている。基本的

にはＦＳは通勤時間帯列車本数が減り行路作成に余裕ができると思われるがどうなのか。

（会社）確かにＦＳは列車本数が減るが行路作成上うまくいかない部分も発生する。

（組合）現行行路で話をするが便乗運転士がいる。便乗運転士を本務にすれば解消される。

３．Ｂ７２ 現行は、１６２Ｍ神領で乗継、終了だが、今回名古屋まで延長になり終了点呼が 1 時

間ほど遅くなる。前泊行路であり、また次時勤務も９時台出勤なので現行に戻すこと。

【回答】提案のとおりとする。

４．Ｂ７３ 前日Ｂ７２行路 17 ： 36 の終了で翌日 9 ： 55 の出勤は、休養が取れない。Ｂ７７行路（現

Ｂ ７３）と持ち替えること。

【回答】修正の方向で検討する。

「やりとり」

（組合）修正の内容は何か。

（会社）Ｂ７７とＢ７３を持ち替える。

５．Ｂ７７ ２７７１Ｍで中津川着入換、仮眠後１８２５Ｍ分割補助があり仮眠時間が少なく終了時間

までが長時間である。分割補助は、１８２５Ｍ到着運転士と、１８２５Ｍ到着車掌にするこ

と。

【回答】提案のとおりとする。

６．Ｂ７８ 便６４１Ｍを早めの便乗に変更し拘束時間を短くすること。

【回答】提案のとおりとする。

７．Ｂ７９ 睡眠時間５時間程しかなく、明けが１３：５９と遅い。７１０Ｍの看視時間を見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

８．Ｂ８６ 便１８９Ｍを早めの便乗に変更し睡眠時間を増やすこと。

【回答】提案のとおりとする。

９．Ｂ９２ 明けの６２８Ｍ分割補助から１３８Ｍまでを、前日に行うことで明け時間を早めること。

【回答】提案のとおりとする。

１０．Ｂ 94 １０１６Ｍは遅れが常態化している、対策を講じること。

平日でも 8 両、 10 両で運用していることが多いが、それ程込み合うように見受けられ

ない。６両で良い。

【回答】提案のとおりとする。

１１．１７時～ 21 時までの中津川行きは、８両以上とすること。

【回答】お客様のご利用状況を踏まえ必要両数を決定している。



１２．１０１Ｍと６０７Ｍの間に１本列車を増発すること。

【回答】提案のとおりとする。

１３．６８５Ｍ（多治見行き）は８分後に快速瑞浪行きがあるので、高蔵寺行きとすること。

【回答】提案のとおりとする。

中津川運輸区

１．ワンマン無人駅(自車扱いを行う駅）での折り返し時間を１０分以上とすること。

Ｂ１３Ｗ 坂下駅での１８６１Ｍ～１８６０Ｍ折り返し時間が６分３０秒しかないので見直すこと。

Ｂ１７Ｗ 南木曽駅での１８５７Ｍ～１８５６Ｍ折り返し時間が６分３０秒しかないので見直すこ

と。

【回答】必要な時間は確保している。

２．Ｂ１８Ｗ ２７５２Ｍ作業から２７５３Ｍまで３時間３０分以上トイレ休憩がないため、２７５５２Ｍ名

古屋で乗り継ぎとすること。

【回答】提案のとおりとする。

３．Ｂ１６Ｗ 前日に中津川～塩尻間を２往復し、翌日起床してから名古屋１往復を行う。疲労回

復、意識低下防止のために行路の平準化を行うこと。

【回答】提案のとおりとする。

豊橋運輸区

１．Ｂ５６ 明け日、１５０７Ｍ出勤から終了まで７時間あるが休憩時間がない。改善すること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）毎回、要求を出している。なんとかならないのか。

（会社）伊那松島との関係があり考えてはいるがうまくいかない。

２．Ｂ６１ 現行行路とし終了は午前中とすること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）明けでの５１５Ｇ乗務は大変である。職場ではブーイングがでている。

（会社）Ｂ５２行路の早出を解消するためである。

（組合）５１５ＧはＩＣ処理が多く大変な列車である。意見は受け止めて頂きたい。

３．Ｂ６６ ５６３Ｇは酔客が多いため車掌乗務とすること。

【回答】提案のとおりとする。

４．Ｂ７２ ５５４Ｇは本長篠以南で混雑する。特に金・土曜日は混雑が激しいので安全・安定輸

送のため車掌乗務とすること。

【回答】提案のとおりとする。

伊那松島運輸区

１．Ｂ６２、Ｂ６３、Ｂ６４は終了時間を１３時までとすること。



【回答】提案のとおりとする。

２．Ｂ５４ １４３２Ｍワンマン列車は辰野～駒ヶ根を車掌乗務とすること。

【回答】提案のとおりとする。

３．Ｂ６３ 天竜峡２０４Ｍ入れ換え後、労働外時間が１０分（１０：３９～１０：４９）で食事時間がなく、

さらに勤務終了１３：３４で午後の訓練指定（１３：４５）となっている。食事時間、休憩時間

がないので見直すこと。

【回答】提案のとおりとする。

４．指導訓練の指定行路に１組、２組で偏りがある。２組はＢ６３－だけが訓練指定となっているため

年休で休むと期間内に訓練を受けることが出来ないので指定日を増やすこと。

【回答】一部修正の方向で検討する。

「やりとり」

（組合）修正の内容は何か。

（会社）Ｂ５３とＢ６５を持ち替えＢ６５に訓練指定を付けた。

５．Ｂ６５ ５３９Ｍ辰野着、便２３４Ｍ場面、着２２：３６．発２２：４２で時間が僅少であり、現在でも５３

９Ｍが延着すればタクシー便乗になるっことが多々ある。現在は伊那松島運輸区に帰

着して勤務終了となるが、改正後伊那松島で２４３Ｍを乗り継ぐので遅れると乗り継げな

くなる。辰野までの便乗列車の２４３Ｍの時間を１０分下げて余裕を持たせること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）余裕のない行路作成である。現在でもタクシー便乗となることがあり更に、列車乗務で大丈

夫なのか。

（会社）遅れる場合は、伊那松島に居る他の乗務員を充当する。

（組合）綱渡り的な行路作成はやめること。

伊勢運輸区

１．ＤＣ２組 ６行路中Ｂ３２、Ｂ３３、Ｂ３６の３行路は明けの終了時間が遅い。他の組と持ち替え平

準化すること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）終了時間が遅い３行路が同じ組にあるのは不公平感がある。

（会社）労働時間的には問題ない。

（組合）以前の業務委員会では熊野市泊の行路は同じ組にしないと言っていたではないか。

（会社）覚えていない。

２．ＤＣ２組 訓練指定が２行路しかない。平準化すること。

【回答】修正の方向で検討する。

「やりとり」

（組合）修正の内容は何か。

（会社）Ｂ３４に訓練指定を付け、Ｂ３３とＢ３４を持ち替える。



３．８３３０Ｃ・８３３３Ｃの行路を提示すること。

【回答】多客達にて決定するため現段階での提示はできない。

４．Ｂ２４ 便２９２５Ｄは２９２３Ｄとすること。

【回答】修正の方向で検討する。

５．Ｂ３１ 昼食時間がない。２９１０Ｄ～２９１１Ｄ折り返しはやめて１段落としとすること。又、名古

屋３往復は解消すること。

【回答】提案のとおりとする。

６．Ｂ３２ ３２８Ｃ新宮～多気通し乗務はやめること。

【回答】提案のとおりとする。

「やりとり」

（組合）連続運転時間３時間１０分の制限を超える行路作成はやめること。ただし書きを常用するの

はやめること。

（会社）閑散線区では行路作成上困難である。

７．Ｂ３６ ３３３Ｃ新宮着後３４４Ｄ入換後併合まで長時間労外がある。Ｂ５５の３４２Ｃと持ち替え

ない理由を明らかにすること。 Ｂ５５ 新宮で食事時間が確保される。

【回答】修正の方向で検討する。

「やりとり」

（組合）修正の内容は何か。

（会社）Ｂ５２に車両看視を２１時２０分まで付ける。

（組合）伊勢運輸区全体では今回のダイヤ改正提案で食事時間確保等、見直しがされたが多気

以南の行路には問題が山積する。紀伊長島駅乗務員配置解消の弊害をなくすこと。

８．Ｂ５３ 出勤日が過酷である。改善すること。

【回答】提案のとおりとする。

９．Ｂ５４ 名古屋での労外が長時間過ぎる。在宅休養時間の確保に努めること。

【回答】提案のとおりとする。

（組合）全体では修正される回答が少なかった。要求が受け入れられない共通項目にはこの間も

ずっと申し入れてきているが解決に至らない課題である。人間らしく働くための要求であ

る。

（会社）頭から否定している訳ではない。個々の行路については勘案している。

（組合）解決に至らない点については今後も申し入れていく。以上

以 上




